
当該市（事務処理市） 

当該市（事務処理市） 

当該市町 

県土木事務所・建築指導課（※３）    県土木事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑な事務手続のため、計画段階で事前相談をしてくださるよう、お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○制度全般について○ 

担 当 電話番号 

栃木県県土整備部都市政策課 ０２８（６２３）２４６３ 

 
○審査窓口（県）○ 

行為の場所 土木事務所 電話番号 建築指導課 電話番号 

上三川町 
宇都宮土木事務所 
保全管理課 

０２８（６２６）３１４０ 

審査指導 
第一担当 

０２８（６２３）２８６７ 塩谷町 
矢板土木事務所 
保全部 

０２８７（４４）２１８６ 

那須烏山市 
那珂川町 

烏山土木事務所 
総務課 

０２８７（８３）１３２１ 

益子町・茂木町 
芳賀町 

真岡土木事務所 
保全部 

０２８５（８３）８３０２ 
審査指導 
第二担当 

０２８（６２３）２８７２ 

壬生町・野木町 
栃木土木事務所 
保全管理課 

０２８２（２３）３４３５ 

 
○審査窓口（事務処理市）○ 

行為の場所 担 当 電話番号 

大田原市 大田原市建設部都市計画課 ０２８７（２３）８７５８ 

 
○景観計画策定団体○ 

各市町が定めた景観計画・景観条例が適用されます。 
 

担 当 電話番号 

宇都宮市都市整備部景観みどり課 ０２８（６３２）２５６８ 

足利市都市建設部都市政策課 ０２８４（２０）２１６７ 

栃木市都市建設部都市計画課 ０２８２（２１）２４３１ 

佐野市都市建設部都市計画課 ０２８３（２０）３１００ 

鹿沼市都市建設部都市計画課 ０２８９（６３）２２０９ 

日光市建設部都市計画課 ０２８８（２１）５１０２ 

小山市都市整備部都市計画課 ０２８５（２２）９２０３ 

真岡市建設部都市計画課 ０２８５（８３）８１５２ 

矢板市建設部都市整備課 ０２８７（４３）６２１３ 

那須塩原市建設部都市計画課 ０２８７（６２）７１５９ 

さくら市建設部都市整備課 ０２８（６８１）１１２０ 

下野市都市建設部管理保全課 ０２８５（３２）８９０８ 

市貝町建設課 ０２８５（６８）１１１７ 

高根沢町都市整備課 ０２８（６７５）８１０７ 

那須町建設課 ０２８７（７２）６９０７ 

 

届出から審査までは次のような流れで行われます。 

■大規模行為を行う場所、種類により、受付・審査の窓口が異なります。 

※１：宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、矢板市、那須塩原市、さくら市、下野市、 
市貝町、高根沢町、那須町は、各市町が定めた景観計画・景観条例が適用となりますので、各市町に相談してください。 

※２：県の｢土地利用に関する事前指導要綱｣の適用を受ける場合は、事前協議時に大規模行為景観形成基準による指導を 
受けます。 

※３：建築物・工作物は、県土木事務所と建築指導課で審査を行います。 
 

大規模行為届出制度についてのお問い合わせは… 

・届出書の作成指導 
・景観形成基準の指導 
・手続きの指導 

受
付
窓
口 

審
査
窓
口 

届出書提出 【添付図書】（※４） 
・付近見取図  ・配置図 
・各階平面図  ・立面図 
・ｶﾗｰ現況写真  ・透視図等 
（・景観形成基準ﾁｪｯｸﾘｽﾄ） 

送
付 

審 査 

（指導不要の場合） 

（指導要の場合） 

受付（正・副各１）※５ 

行為着手の 

30 日前まで 

 

 

指導・勧告 

 

 

通 知 事前相談（審査窓口へ） 

事
業
者 

・届出事項の確認 
・添付図書の確認 

・景観形成基準による審査 
適 合 

※５：事務処理市の場合は

正本１ 

※４：県の「土地利用に関する

事前指導要綱」の適用を

受ける大規模行為につ

いては、事前協議の終了

通知の写しをもって添

付図書に代えることが

できます。 

① 大田原市 

（事務処理市） 

② 上記以外の市町（一部の

市町を除く（※１）） 

行為の種類 
行為の場所 開発行為（※２） 工作物 建築物 

受付窓口 

審査窓口 

受付窓口 

審査窓口 
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